
新潟市辺地共聴施設補助金交付要綱 

令和３年６月 ９日制定 

令和８年３月３１日改定 

 

（趣旨）  

第１条 この要綱は，地上デジタルテレビ放送（以下「テレビ放送」という。）を継続的に視聴

するために，辺地共聴施設（以下「施設」という。）を維持管理又はケーブルテレビ等へ移行

する辺地共聴組合（以下「組合」という。）に対して，辺地共聴施設の改修費用又は撤去費用

に要する経費の一部を補助することについて，新潟市補助金等交付規則(平成１６年新潟市規則

第１９号。以下「規則」という。）に定めるもののほか，必要な事項を定めるものとする。 

 

（定義） 

第２条 この要綱において，次の各号に掲げる用語の意義は，それぞれ当該各号に定めるところに

よる。 

（１）辺地共聴施設 山間地等の地理的条件により，テレビ放送の難視聴解消を目的として設置

された共聴施設をいう。 

（２）辺地共聴組合 辺地共聴施設を管理する２世帯以上により設立された団体をいう。 

 

（対象事業） 

第３条 この要綱により補助の対象となる事業（以下「補助事業」という。）は，次の各号のいず

れかに該当するものとする。 

（１）施設を改修する事業（以下「改修事業」という。） 

（２）ケーブルテレビ等への移行により施設を全部撤去する事業（以下「撤去事業」という。） 

 

（対象団体） 

第４条 補助金の交付を受けることができる団体は，令和３年３月３１日までに設立され，補助事

業を行う組合とする。ただし，日本放送協会と地元視聴者が共同で設置し，運用する施設を除

く。 

（１）改修事業 ケーブルテレビのサービスが開始されていない地域の組合。 

（２）撤去事業 ケーブルテレビ等へ移行する組合とし，ケーブルテレビへの移行に伴い撤去す

る場合，その完了時期はケーブルテレビのサービスの開始日の属する市の会計年度（以下

「会計年度」という。）の４月１日から起算して３年以内とする。 

 

（対象経費） 

第５条 補助事業の対象経費（以下「対象経費」という。）は，別表に掲げる経費の総額とする。

ただし，改修事業における受信部に係る設備の経費については，組合の世帯数に３万５千円を乗

じて得た額を差し引いた残額を対象経費とする。 

２ 前項の対象経費に保険金又はこの要綱による補助金以外の補助金若しくはこれに類する収入が

ある場合は，その額を当該対象経費から控除した額を対象経費とする。 

 

（補助金の額）  

第６条 補助金の額及び補助率は，予算の範囲内において次のとおりとする。 

（１）改修事業については対象経費に２分の１を乗じた額の範囲内とする。 

（２）撤去事業については対象経費に３分の２を乗じた額の範囲内とする。 

２ 前項の規定にかかわらず，算出された額に千円未満の端数が生じた場合は，これを切り捨てた

金額とする。また，補助金の額が５万円未満となる場合は補助対象外とする。 

 

（事業計画書の提出） 

第７条 補助金の交付を受けようとする組合は，施設を維持管理する又はケーブルテレビ等へ移行

するかを検討のうえ，事業計画書(別記様式第１号)を提出する。 

２ 事業計画書は，事業を開始する日が属する会計年度の前年度の市長が別に定める日までに市長

に提出しなければならない。ただし，令和３年度に次条で定める補助金の交付の申請をするとき



はこの限りでない。 

 

（交付申請） 

第８条 補助金の交付を受けようとする組合は，事業を実施する会計年度の工事契約前までに交付

申請書（別記様式第２号）を市長に提出しなければならない。 

 

（交付決定の通知） 

第９条 市長は，前条の規定による交付の申請を受理し，規則第７条の規定によりその内容を審査

して補助金を交付するべきものと認めたときには，速やかに組合へ交付決定通知書（別記様式第

３号）により通知するものとする。 

２ 市長は，規則第８条の規定により前項に規定する補助金の交付決定に際し必要な条件を付する

ことができる。 

 

（変更等の承認） 

第１０条 組合は，交付決定の通知を受けた後，申請内容を変更するときは，規則第１０条の規定

により，その内容及び理由を記載した変更申請書（別記様式第４号）を遅滞なく市長に提出し，

その承認を受けなければならない。 

２ 組合は，補助事業を廃止しようとするときは，その理由を記載した廃止届出書（別記様式第５

号）を遅滞なく市長に提出しなければならない。 

 

（実績の報告） 

第１１条 規則第１３条の規定により組合が補助事業を完了したときは，その日から起算して３０

日を経過した日又は事業を実施する会計年度の末日のいずれか早い日までに，実績報告書（別記

様式第６号）を市長に提出しなければならない。この場合において，やむを得ない理由によりそ

の日までの提出が困難となったときは，あらかじめ市長の承認を受けなければならない。 

 

（額の確定等） 

第１２条 市長は，前条の規定により実績の報告を受けたときは，規則第１４条の規定により当該

報告に係る補助事業の遂行の結果が交付決定の内容（第１０条第１項の承認をした場合にあっ

て，当該承認をした内容）及びこれに付した条件に適合すると認められた場合には，組合に対し

て，補助金の額の確定通知書（別記様式第７号）により通知するものとする。 

２ 市長は，前項の規定により組合に交付すべき補助金の額を確定した場合において，既に当該額

を超える補助金が交付されているときは，その超える部分の返還を返還命令書（別記様式第８

号）により命ずるものとする。 

３ 前項の返還期限は，市長が別に定めるものとし，当該期限までに納付がないときは，未納に係

る金額に対して，当該未納に係る期間に応じて民法（明治２９年法律第８９号）第４０４条に規

定する法定利率で計算した延滞金を徴するものとする。 

 

（補助金の支払） 

第１３条 規則第１６条の規定により，補助金は補助事業の完了後に支払うものとする。ただし，

市長が必要があると認めるときは，交付決定後に概算払をすることができる。 

２ 組合は，前項の規定により補助金の概算払を受けようとするときは，概算払請求書（別記様式

第９号）を市長に提出しなければならない。 

３ 概算払の請求金額は，交付決定通知書に記載の交付決定額の範囲内とする。 

 

（その他） 

第１４条 緊急の改修が必要な場合，別途協議により進めるものとする。 

２ この要綱に定めるもののほか，補助金の交付について必要な事項は，市長が別に定める。 

 

 

 

 



 

 附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は，令和３年６月９日から施行する。 

 

 附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は，令和８年３月３１日から施行する。 

（この要綱の失効） 

２ この要綱は，令和１３年３月３１日限り，その効力を失う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別表 

 

改修事業 

経費区分 経費区分詳細 内容 

１ 施設・設備費  

（資材費及び設置工事費） 

（１）受信部に係る設備の経費 鉄塔  

局舎  

外構施設 

送受信アンテナ  

 （２）伝送部に係る設備の経費 受電設備 

送受信機 

ケーブル  

中継増幅装置  

電源設備 

監視・制御装置  

２ 附帯工事費 （１）受信部に係る設備の経費 調査設計費用 

整備に必要な撤去費用 

諸費用 

（２）伝送部に係る設備の経費 

（３）共通経費（（１）（２）

に仕分け不可能なもの） 

３ その他 その他（経費区分１，２以外で

事業の実施に要する費用） 

経費区分１，２のほか市長が事

業の実施に必要と認める経費 

 

 

撤去事業 

経費区分 経費区分詳細 内容 

１ 撤去工事費 施設の撤去に係る経費 鉄塔  

局舎  

外構施設  

送受信アンテナ  

受電設備 

送受信機 

ケーブル  

中継増幅装置  

電源設備 

監視・制御装置  

２ 附帯工事費 施設の撤去に係る経費 

 

調査費用 

産業廃棄物処理費用 

諸費用 

３ その他 その他（経費区分１，２以外で

事業の実施に要する費用） 

経費区分１，２のほか市長が事

業の実施に必要と認める経費 

 


